
機内キャビンアテンダント実体験プログラム3日間

コリアエキスプレスエア日本地区チャーター総販売代理店（ＧＳＡ）

株式会社ＪＭＲＳ

KOREA EXPRESS AIR

●日程
２０２０年２月４日（火）～２月６日（木）

●旅行代金（空港諸税・燃油サーチャージ別途）
お一人様あたり １６８，０００円 / 一人部屋追加代金 １８，０００円（２泊分）
※基本料金では全員相部屋利用となります。なお、１人部屋利用をご希望される場合は上記１人部屋追加代金がかかります。
※下記は旅行代金に含まれませんので、旅行代金と合わせてお支払いください。（2019年11月13日現在）
成田空港施設使用料(2130円)、成田旅客保安サービス料(530円)、国際観光旅客税(1,000円)、
韓国諸税(国際線旅客サービス料 : KRW28,000、国内線旅客サービス料: KRW4,000)、燃油サーチャージ等

●食事 : 朝食2回・昼食０回・夕食０回（機内食を除く）
●募集人数：１０名
●添乗員：同行致します。また、現地では日本語係員がお世話致します。
●利用予定ホテル:(ヤンヤン)ヤンヤンインターナショナルエアポートホテル

●利用機材：ERJ145（エンブラエル社／ブラジル）
●パスポート残存有効期間：入国時3か月以上
●現地通貨：韓国ウォン₩

行程
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１

成田空港
↓

ソウル
↓

ヤンヤン

朝

夕

夜

成田空港集合、仁川空港へ
陸路でヤンヤン空港へ

・オリエンテーション
・ヤンヤン空港設備見学
・ロールプレイング（機内アナウンス練習等）①

＜ヤンヤン泊＞

×
×
×

２ ヤンヤン 終日

・航空機本体講習
・グランドスタッフ業務見学
・お見送り体験
・ロールプレイング（機内アナウンス練習等）②
・身だしなみ講座
・定期便を利用したキャビンアテンダント体験
・フィードバック

＜ヤンヤン泊＞

朝
×
×

３
ヤンヤン
↓

成田空港

朝

夜

陸路で仁川空港へ
空路で成田空港へ

成田空港到着後、解散

朝
×
×

▶航空業界セミナー
弊社社員によるセミナーは勿論、実際に現地で活躍している航空会社
のスタッフにお話しを伺えます。

▶ヤンヤン空港設備見学
現地空港係員が襄陽国際空港をご案内致します。本来では見ることの
出来ない裏側までご覧頂けます。

▶キャビンアテンダント体験
実際に飛んでいる定期便内で、機内アナウンス体験・飲み物提供
サービス体験をして頂きます。実際のフライトを前に、地上でのロール
プレイイングや、停止した機内での体験を受けて頂き、その後、実際の
定期便で実体験をします。
定期便は下記の２路線のいずれかを予定しております。
・ヤンヤン-チェジュ線
・ヤンヤン-プサン線
※実際の定期便内で行いますので、フライトスケジュールにより
異なります。ご了承ください。

▶身だしなみ講座
現地のキャビンアテンダントが身だしなみ、メイク等の指導を行います。
また、身だしなみは女性だけではなく、男性も是非積極的にご参加
ください。

▶チェックインカウンターでのグランドスタッフ業務見学
本物のチェックインカウンターを使用し、グランドスタッフからチェックイン
業務について教えて頂き、流れを理解します。

▶航空機本体講習
現地整備士のレクチャーの下、本物の機材（ERJ145）を間近で見学しな
がら、航空機本体について学んで頂きます。本物のコックピットもご見学
頂けます。

▶お見送り体験
現地空港スタッフを間近でみて流れを学びながら航空機が空港から
飛び立つまでを見学します。

ヤンヤンインターナショナルエアポートホテル内の様子

●スケジュール

※フライトスケジュールに準じておりますので、内容や時間等に変更の可能性がございます。予めご了承くださいませ。



契約解除の日 取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降～15日目にあたる日まで 3万円

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降～3日目にあたる日まで 旅行代金の20％

旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％

条件（要約）

■募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社JMRS（以下「当社」という）が企画･実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行
条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面によります。
■旅行のお申込み及び契約成立時期
申込書を上記に記載しております当社のE-mail又はFAX宛に必要事項をご記入の上、お送りください。当社か
らご参加可能不可能のご回答を差し上げた後に、申込金（3万円）をお振込みいただきます。
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。
■旅行代金のお支払い
旅行代金は、当社が定める日までに申込金を差し引いた金額をお支払いいただきます。
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2019年11月1日を基準としています。又、この旅行代金は2019年11月1日現在の有効なものと
して公示されている運賃・宿泊費・規則、または、2019年11月1日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基
準として算出しています。
■追加代金
（1）お客様の希望により一人（あるいは二人）部屋を一人で使用することを保証するための追加代金
（2）一人又は奇数人数で参加される際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集
広告に表示したときの一人部屋又は二人部屋を一人で使用した際にかかる「一人部屋追加代金」（3）その他募
集広告内で追加代金と表示したもの。
■お客様による旅行契約の解除・払戻し

お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料（お一人様につき）をお支払い頂くことにより旅行契約を解除でき
ます。この場合、すでに収受している旅行代金（おるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。
申込金のみで取消料がまかなえない時は、その差額を申し受けます。取消料の詳しい金額は下記「取消料のご案
内」をご参照ください。
■旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払いま
す。詳しくは別途交付する詳細旅行条件書でお確かめください。
■特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命・身体又は手荷物に被った一定の損害
について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる損害賠償金
を支払います。
■責任及び免責事項
手配を代行させた者が故意又は損失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負います。
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社また
は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、前項の場合を除き、その損害を賠償する責
任を負いません。
■旅行日程
この旅行日程は、2018年7月1日を基準としています。そのため、フライトスケジュールの変更により、日程が多少前
後する可能性があります。

お申込みの際には、必ず旅行条件書を弊社ホームページ（https://www.jmrs.jp/）にてご確認いただきお申込みください。

コリアエキスプレスエア日本地区チャーター総販売代理店（ＧＳＡ）

株式会社ＪＭＲＳ

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町3-20

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者
です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明点があれば、御遠慮なく記載の総
合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

観光庁長官登録旅行業2074号

取消料のご案内

旅行企画・実施 受託販売（お申込み・お問い合わせ）

条件（要約）


